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第１２３回 教育研究評議会 議事録

日 時 平成２６年１２月１１日（木）
１３時３０分～１４時１８分

場 所 事務局第一会議室（本部棟３階）

出席者
学長（議長） 鈴木
理事 國分，溝口，清水
教育人間科学部 髙木，室井，馬場
経済学部 石山，中村（靖）
経営学部 中村（博），森田
理工学部 淺見
国際社会科学研究院 山倉，根本，永井
工学研究院 河村，眞田，渡邉
環境情報研究院 森下，志田，伊藤
都市イノベーション研究院 中村（文），北山，白水
教養教育主事 小野
附属図書館長 深貝

議 事

Ⅰ 議事録確認

第１２２回議事録（案）（資料1）について，原案のとおり確認した。

Ⅱ 報告事項

１．議長報告
議長から，次の事項について報告があった。

( 1) 先端科学高等研究院キックオフシンポジウム 開催（11/17）
( 2) 国大協実践セミナー（広報の部）挨拶（11/18）
( 3) 科研費審査員表彰授与式 挙行（11/19）
( 4) インドネシア財務省 来学（11/26）
( 5) （インドネシア）ランプン大学副学長 来学（11/27）
( 6) 海シンポジウム「海洋ベンチャーの萌芽とその可能性」開催（12/1）
( 7) （中国）華東師範大学とのダブルデイグリー調印式 挙行（12/5）
( 8) 防災・防火訓練 実施（12/10）
( 9) 文科省 河村生涯学習政策局長等附属横浜中学校 視察（12/11）
(10) 平成２６年度学内重点化競争的経費第３次配分（資料2-1）

２．委員会報告
議長から，委員会の開催状況について，資料２－２のとおりである旨報告があった。

３．部局等報告
各部局等から，次の事項について報告があった。

( 1) 理事（総務・研究担当）
・国立大学法人横浜国立大学教員の任期に関する規則の一部改正（資料3-1）
・横浜国立大学未来情報通信医療社会基盤センター規則の一部改正（資料3-2）

( 2) 理事（教育担当）
・留学生の在籍管理（資料3-3）

( 3) 理事（財務・施設担当）
・平成２７年度計画ワークシートの作成（資料3-4）
・国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則等の一部改正（資料3-5-1～資料3-5-5）

( 4) 教育人間科学部長
・平成２６年度日本教育大学協会関東地区会学部長等連絡協議会（資料3-6）

( 5) 国際社会科学研究院長
・第２７回国際開発関係大学院研究科長会議（資料3-7）
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( 6) 都市イノベーション研究院長
・独立行政法人国際協力機構との「トンガ・キリバス生活習慣病対策ボランテイ

ア連携プログラム」覚書締結（資料3-8）
( 7) 学長選考会議議長（森下環境情報研究院長）

・次期学長予定者（長谷部勇一 国際社会科学研究院教授・情報基盤センター長）
( 8) 事務局長

・次期理事及び副学長予定者
理事（総務担当）・副学長…大門正克 国際社会科学研究院教授
理事（研究・評価担当）・副学長…森下信 環境情報研究院長
理事（国際・広報担当）・副学長…中村文彦 都市イノベーション研究院長
理事（財務・施設担当）・事務局長…清水明
副学長（教育担当）…小野康男 教育人間科学部教授

( 9) 総務部
・平成２６年度卒業式・修了式及び平成２７年度入学式（資料3-9-1～資料3-9-2）

(10) 学務・国際部
・大学間学術交流協定の締結等（資料3-10）
・平成２６年１１月現在の外国人留学生数（資料3-11）

(11) 図書館・情報部
・IT資産管理情報の登録及び更新（資料3-12）

Ⅲ 人事事項報告

議長から，資料３-１３に基づき，先端科学高等研究院の人事事項について報告が
あった。

Ⅳ 審議事項

１．横浜国立大学男女共同参画推進センターの設置更新について
理事（総務・研究担当）から，資料４に基づき，横浜国立大学男女共同参画推進セ

ンターの設置更新について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

２．大学間学術交流協定の締結等について
理事（教育担当）から，資料５及び資料５－１～資料５－８に基づき，大学間学術

交流協定の締結等について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

３．（中国）対外経済貿易大学 趙 忠秀 副学長への横浜国立大学名誉博士号授与について
理事（教育担当）から，資料６に基づき，（中国）対外経済貿易大学 趙 忠秀 副

学長への横浜国立大学名誉博士号授与について説明があり，審議の結果，原案のとお
り承認された。

４．平成２７年度大学入試センター試験横浜国立大学実施要項(案)について
理事（教育担当）から，資料７に基づき，平成２７年度大学入試センター試験横浜

国立大学実施要項(案)について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

５．国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則に基づいて教育研究評議会が行う
審査について

教育研究評議会が行う審査に関する小委員会委員長から，資料８－１及び資料８－２
－１～資料８－２－２に基づき，小委員会調査報告書及び審査説明書について説明が
あり，続いて，議長から審査説明書を受領した者から陳述請求しない旨の文書が提出
されたとの報告があった。従って，本教育研究評議会は審査説明書を受領した者に対
し，「懲戒処分（戒告）」（資料８－３－１，資料８－３－２，資料８－４－１，資料
８－４－２）とすると判断した。

また，その他の関係者については，訓告又は厳重注意（口頭）とすることとした。

以 上


